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令和４年第４回幸田町議会定例会会議録（第５号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  令和４年１２月１９日（月曜日）午前９時００分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 第54号議案 幸田町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

     第55号議案 幸田町情報公開条例の一部改正について 

     第56号議案 幸田町情報公開・個人情報保護審査会条例の全部改正について 

     第57号議案 幸田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する 

           条例の一部改正について 

     第58号議案 幸田南部まちづくり交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制 

           定について 

     第59号議案 幸田町地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正につい 

           て 

     第60号議案 幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計設置に関する条例の廃止 

           について 

     第61号議案 指定管理者の指定について 

     第62号議案 土地の取得について 

     第64号議案 令和４年度幸田町一般会計補正予算（第５号） 

     第65号議案 令和４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第 

           ２号） 

     第66号議案 令和４年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     陳情第12号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書 

     陳情第13号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するた 

           めに幸田町独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書 

     陳情第14号 地方行政・地方議会において、民主主義の根幹である参政権・請願 

           権を守る為の陳情 

     陳情第15号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書 

     陳情第16号 保育士配置基準改善を求める意見書の提出を求める陳情書 

日程第３ 議員提出議案第４号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出について 

日程第４ 第67号議案 幸田町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

           の一部改正について 

     第68号議案 幸田町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

     第69号議案 幸田町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

     第70号議案 令和４年度幸田町一般会計補正予算（第６号） 

     第71号議案 令和４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第 

           ３号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 
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  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１５名） 

  １番 田 境  毅 君  ２番 石 原  昇 君  ３番 都 築 幸 夫 君 

  ４番 鈴 木 久 夫 君  ５番 伊 澤 伸 一 君  ６番 黒 木  一 君 

  ７番 廣 野 房 男 君  ８番 丸 山千代子 君  ９番 稲 吉 照 夫 君 

  10番 杉 浦あきら 君  12番 水 野千代子 君  13番 笹 野 康 男 君 

  14番 岩 本 知 帆 君  15番 藤 江  徹 君  16番 足 立 初 雄 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 成 瀬  敦 君 副 町 長 大 竹 広 行 君 

教 育 長 池 田 和 博 君 企 画 部 長 成 瀬 千 恵 子 君 

参事（開発担当） 上 原 智 史 君 総 務 部 長 志 賀 光 浩 君 

参事（税務担当） 山 本 智 弘 君 住民こども部長 牧 野 宏 幸 君 

参事（感染症対策担当） 金 澤 一 徳 君 環 境 経 済 部 長 鳥 居 栄 一 君 

事業調整監兼建設部長 羽根渕闘志 君 上 下 水 道 部 長 石 川 正 樹 君 

消 防 長 小 山 哲 夫 君 教 育 部 長 吉 本 智 明 君 

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 大須賀 龍二 君 

────────────────────────────── 

○議長（足立初雄君） 皆さん、おはようございます。 

   議員各位におかれましては何かと御多忙のところ、長期間にわたり、熱心に御審議を

賜り、ありがとうございます。 

   ここで、報告をいたします。 

   健康福祉部長は、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となったため、本日の会議

を欠席する届出がありましたので、御報告いたします。 

   ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますから、これより本

日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時００分 

○議長（足立初雄君） 本日、説明のため出席を求めた者は、理事者１５名であります。 

   議事日程は、本日、お手元に印刷配付のとおりでありますから、御了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（足立初雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２７条の規定により、本日の会議録署名議員を、７番 廣野房男君、８

番 丸山千代子君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 
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  日程第２ 

○議長（足立初雄君） 日程第２、第５４号議案から第６２号までの９件、第６４号議案か

ら第６６号議案までの３件、陳情第１２号から陳情第１６号までの５件を一括議題とい

たします。 

   これより、委員長報告を行います。 

   初めに、総務教育委員会委員長の報告を求めます。 

   １０番、杉浦君。 

〔１０番 杉浦あきら君 登壇〕 

○10番（杉浦あきら君） 皆さん、おはようございます。 

   総務教育委員会審査結果報告書の朗読をもって、報告といたします。 

   総務教育委員会審査結果報告書 

   令和４年１２月１９日 

   議長 足立初雄様 

   委員長 杉浦あきら 

   令和４年第４回幸田町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、次

のとおり報告いたします。 

   議案番号、議案名、概要、結果の順に朗読いたします。 

   第５４号 幸田町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

   デジタル社会の形成を図るための関連法律の整備に関する法律の施行に伴い、必要が

あるから。全員一致をもって原案を可決すべきものと決した。 

   第５５号 幸田町情報公開条例の一部改正について 

   情報公開制度の見直しに伴い、必要があるから。全員一致をもって原案を可決すべき

ものと決した。 

   第５６号 幸田町情報公開・個人情報保護審査会条例の全部改正について 

   デジタル社会の形成を図るための関連法律の整備に関する法律の施行及び情報公開制

度における審査請求に係る諮問の見直しに伴い、必要があるから。全員一致をもって原

案を可決すべきものと決した。 

   第５７号 幸田町議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一

部改正について 

   選挙公営に係る限度額の見直しに伴い、必要があるから。全員一致をもって原案を可

決すべきものと決した。 

   第５８号 幸田南部まちづくり交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定につ

いて 

   幸田南部まちづくり交流拠点施設を設置することに伴い、必要があるから。全員一致

をもって原案を可決すべきものと決した。 

   第６４号 令和４年度幸田町一般会計補正予算（第５号）中、歳入全部、歳出１５款

１０項・１５項・３５項・５０款・５５款、第２条（総務教育委員会所管１件） 

   第１条、歳入全部、４億５,３８２万３,０００円追加。歳出、１５款総務費、１０項

３億１４８万円追加、１５項４４３万円減額、５０款消防費２０７万円減額、５５款消
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防費８５２万円追加。第２条、債務負担行為、町民プール空気調和機更新工事に要する

経費４,９３０万円。全員一致をもって原案を可決すべきものと決した。 

   陳情第１２号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書 

   国に対し、父母負担の公私格差を是正するための就学支援金を一層拡充することを初

め、２項目の意見書の提出を求める陳情。全員一致をもって採択すべきものと決した。 

   陳情第１３号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するため

に幸田町独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書 

   「教育の機会均等」の理念に基づき、国・県の制度と併せて学費負担の公私格差を是

正するために、私立高校生に対する町独自の授業料助成制度を維持し、拡充を求める陳

情。賛成なしをもって不採択すべきものと決した。 

   陳情第１４号 地方行政・地方議会において、民主主義の根幹である参政権・請願権

を守るための陳情 

   幸田町又は幸田町議会が、宗教団体または社会団体（ただし、反社会的団体との法的

根拠がある団体は除く）に対し、「一切の関係を持たない」などと宣言し、関係者の参

政権や請願権を侵害しないことを初め、２項目の陳情。賛成なしをもって不採択すべき

ものと決した。 

   以上です。 

〔１０番 杉浦あきら君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） 次に、福祉産業建設委員会委員長の報告を求めます。 

   ８番、丸山君。 

〔８番 丸山千代子君 登壇〕 

○８番（丸山千代子君） 皆さん、おはようございます。 

   福祉産業建設委員会審査結果報告書の朗読をもって、報告とさせていただきます。 

   福祉産業建設委員会審査結果報告書 

   令和４年１２月１９日 

   議長 足立初雄様 

   委員長 丸山千代子 

   令和４年第４回幸田町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、次

のとおり報告します。 

   議案番号、議案名、概要、結果の順に朗読をいたします。 

   第５９号 幸田町地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正について 

   新たに須美東山工業団地地区整備計画区域を定めることに伴い、必要があるから。全

員一致をもって原案を可決すべきものと決した。 

   第６０号 幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計設置に関する条例の廃止につい

て 

   西三河都市計画事業幸田駅前土地区画整理事業の工事の終了に伴い、特別会計で事業

に関する経理を明確にする必要がなくなったから。全員一致をもって原案を可決すべき

ものと決した。 

   第６１号 指定管理者の指定について（幸田町障害者地域活動支援センター） 
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   幸田町障害者地域活動支援センターの管理代行を指定管理者に行わせることに伴い、

必要があるから。全員一致をもって原案を可決すべきものと決した。 

   第６２号 土地の取得について（幸田町高齢者生きがいセンター移転用地） 

   幸田町高齢者生きがいセンター移転用地として取得するに伴い、必要があるから。全

員一致をもって原案を可決すべきものと決した。 

   第６４号 令和４年度幸田町一般会計補正予算（第５号）中、歳出１５款、２０項・

２０款・２５款・３５款・４５款、第２条（福祉産業建設委員会所管１件） 

   第１条、歳出、１５款総務費、２０項８万８,０００円追加、２０款民生費３,１７９

万円追加、２５款衛生費８,０２０万５,０００円追加、３５款農林水産業費３,６４０

万円追加、４５款土木費１８４万円追加。第２条、債務負担行為、障害者地域活動支援

センター指定管理業務に要する経費８,５００万円。全員一致をもって原案を可決すべ

きものと決した。 

   第６５号 令和４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

   第１条、歳入歳出１０７万円追加。全員一致をもって原案を可決すべきものと決した。 

   第６６号 令和４年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

   第１条、歳入歳出１,９００万円追加。全員一致をもって原案を可決すべきものと決

した。 

   陳情第１５号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書 

   国・県に対し、介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充について意見書の提出を求

める陳情。賛成なしをもって不採択すべきものと決した。 

   陳情第１６号 保育士配置基準改善を求める意見書の提出を求める陳情書 

   国に対し、保育士配置基準改善を求める意見書の提出を求める陳情。賛成なしをもっ

て不採択すべきものと決した。 

   以上であります。 

〔８番 丸山千代子君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

   これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

   初めに、総務教育委員会委員長報告に対する質疑を許します。 

   ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 以上で、総務教育委員会委員長報告に対する質疑を打ち切ります。 

   次に、福祉産業建設委員会委員長報告に対する質疑を許します。 

   ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 以上で、福祉産業建設委員会委員長報告に対する質疑を打ち切りま

す。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 

   これより、上程議案１２件と陳情５件について討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 
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   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   ８番、丸山君。 

〔８番 丸山千代子君 登壇〕 

○８番（丸山千代子君） それでは、議題に付されております案件につきまして、順次賛成

の立場から討論をしてまいります。 

   私は、採決に加わることができないため、この場で賛成の意見を述べさせていただき

ます。 

   陳情第１３号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するため

に幸田町独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書に対してでありますが、原案に賛

成する立場で討論をいたします。 

   私学高校生に対する授業料助成は、制度発足以降、年額１万２,０００円で、２８年

間一度も見直しされず、引上げもありません。令和３年度決算による補助対象者数は１

１２人の１３１万２,０００円、令和２年度は１４２人の１６７万７,０００円となって

おります。近隣市で見ますと、私立高校生への授業料助成は引き上げられており、さら

には、所得に応じて上乗せもされております。幸田町の授業料助成は、西三河の他市と

比較して、最低ランクであります。 

   本陳情にあるように、公立高校生への授業料が無償化されたことで公私間格差が大き

くなっていることは明らかであります。愛知県においては、３人に１人が私学で学んで

おり、公教育と言えるものであり、等しく教育を受ける権利は保障されるべきでありま

す。 

   私学が就学支援金や県制度において無償化が実現したといっても、施設整備等の負担

があります。子どもの貧困が大きな問題となっており、７人に１人が貧困状態にあると

言われております。地元に私立高校はなく、遠方にある私学に通わざるを得ません。物

価高騰なども重なり、家計への負担が増す中、中途で退学するケースも出ております。

１カ月１,０００円の助成では、助成とも言えません。私立高校生への助成額の引上げ

を求めて、この陳情に賛成するものであります。 

   陳情第１５号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書でありま

す。 

   愛知自治体キャラバンより提出された陳情は、介護・福祉・医療の分野の拡充・充実

を求めるもので、多岐にわたっての項目の陳情であります。愛知自治体キャラバンは、

県内全ての自治体を訪問し、各市町村に対し、医療・福祉・介護など社会保障の拡充と

愛知県に意見書の提出を求めて要請する行動で、今回４３年目を迎えました。要望項目

は、その時々の重点課題をまとめているものであります。 

   今回の重点項目は、介護保険料・利用料などの減免制度の実施・拡充などを初め、基

盤整備、介護人材確保、国保税の引下げ、子育て支援として子どもの給食費無償化、障

害者・障害児施策としてグループホームなど入所施設の拡充、子どもや障害者のインフ
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ルエンザワクチンなど予防接種助成、産婦健診の助成対象を２回実施などを求めている

ものであります。 

   国は、５年間で４３兆円もの大軍拡を進める中で、社会保障費の大幅削減を狙ってお

ります。その一つが介護保険分野であります。２０２４年は、３年に一度の介護保険制

度の見直しがあり、第９期となりますが、それに向けて国民に大幅な負担増と給付削減

を検討しております。介護サービス費の利用料原則１割負担を２割から３割に、要介護

１・２の人の訪問介護やデイサービスを保険給付から外し、市町村が運営する総合事業

に移す。介護保険料を負担する人を、４０歳以上であったものを３９歳以下に広げる。

介護サービスを受けられる人、原則６５歳以上を６６歳以上に引き上げるなど、介護保

険あって介護なしに大改悪しようとしております。こうした国の制度改悪に対しては、

国に意見書を提出すべきではないでしょうか。 

   国民健康保険制度は県単位化されました。愛知県は、国保への支援、財政支出をカッ

トしております。既に高すぎて払えない国保税となっており、愛知県独自の支援を行う

よう意見書の提出をすべきではないでしょうか。 

   陳情項目には、幸田町の施策として既に実施しているものもあります。１８歳までの

子どもの通院医療費窓口負担無料化は、令和５年１月１日実施となりました。愛知自治

体キャラバンは、一貫して子どもの医療費無料化の取組を進めてきました。また、要望

事項を実施した市町村割合の推移を示しながら、愛知県下の介護・福祉・医療など社会

保障の施策拡充を求めております。ぜひこの趣旨を酌み取り採択されるよう求めて、賛

成討論といたします。 

   陳情第１６号 保育士配置基準改善を求める意見書の提出を求める陳情書であります。 

   保育士の配置基準とは、子どもの安全と保育の質を担保するために、保育士１人が何

歳の子どもを何人まで保育できるか定めた人員配置のことであります。国の配置基準は、

０歳児、３対１、１・２歳児、６対１、３歳児、２０対１、４・５歳児、３０対１とな

っております。幸田町におきましては、こうした国の配置基準よりも保育士を配置をす

るなど手だてを取っているところであります。この配置基準でありますけれども、７０

年以上も見直しをされていない現状に対して、処遇改善を求めるものであります。現場

で働いている保育士の願いは、子どもの命を守り、保育の質の向上であります。小中学

校では、少人数学級の取組が進められており、４・５歳児の担任から見た場合は、幼児

のほうが小学生よりもクラスの人数が多くなる逆転現象となってしまいます。多様化す

る保育ニーズに応えるためにも、また保育を必要とする幸田町の全ての子どもたちによ

りよい保育を保障していくためにも、７０年以上変化のない保育士配置基準の見直しを

国に対して求めていくべきであると主張し、賛成討論といたします。 

〔８番 丸山千代子君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 
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   これより、上程議案１２件と陳情５件について採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   採決は、議案番号順に採決し、その後、陳情の採決をいたします。 

   初めに、第５４号議案 幸田町個人情報の保護に関する法律施行条例制定について、

本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第５４号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第５５号議案 幸田町情報公開条例の一部改正について、本案に対する委員長

報告は可決であります。委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第５５号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第５６号議案 幸田町情報公開・個人情報保護審査会条例の全部改正について、

本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第５６号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第５７号議案 幸田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関

する条例の一部改正について、本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第５７号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第５８号議案 幸田町南部まちづくり交流拠点施設の設置及び管理に関する条

例の制定について、本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第５８号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第５９号議案 幸田町地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正に

ついて、本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決するに賛成
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の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第５９号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第６０号議案 幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計設置に関する条例の

廃止について、本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決する

に賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第６０号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第６１号議案 指定管理者の指定について（幸田町障害者地域活動支援センタ

ー）、本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決するに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第６１号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第６２号議案 土地の取得について（幸田町高齢者生きがいセンター移転用

地）、本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決するに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第６２号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第６４号議案 令和４年度幸田町一般会計補正予算（第５号）、本案に対する

委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第６４号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第６５号議案 令和４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算

（第２号）、本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決するに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 
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   よって、第６５号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第６６号議案 令和４年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）、本案に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決するに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第６６号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、陳情第１２号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書に対

する委員長報告は採択であります。陳情第１２号を採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、陳情第１２号は、採択することに決しました。 

   次に、陳情第１３号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正す

るために幸田町独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書に対する委員長報告は不採

択であります。陳情第１３号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   よって、陳情第１３号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第１４号 地方行政・地方議会において、民主主義の根幹である参政権・

請願権を守る為の陳情に対する委員長報告は不採択であります。陳情第１４号を採択す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 起立なしであります。 

   よって、陳情第１４号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第１５号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書に

対する委員長報告は不採択であります。陳情第１５号を採択することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   よって、陳情第１５号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第１６号 保育士配置基準改善を求める意見書の提出を求める陳情書に対

する委員長報告は不採択であります。陳情第１６号を採択することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   よって、陳情第１６号は、不採択することに決しました。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（足立初雄君） 日程第３、議員提出議案第４号 国の私学助成の拡充に関する意見

書の提出についてを議題といたします。 

   提出者に提案理由の説明を求めます。 

   １０番、杉浦あきら君。 

〔１０番 杉浦あきら君 登壇〕 

○10番（杉浦あきら君） それでは、議員提出議案第４号の朗読をもって、説明とさせてい

ただきます。 

   議員提出議案第４号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出について 

   幸田町議会会議規則第１４条の規定により、次のとおり、意見書（案）を所定の賛成

者とともに連署し提出します。 

   令和４年１２月１９日 

   提出者 幸田町議会議員 杉 浦 あきら 

   賛成者 幸田町議会議員 廣 野 房 男 

          〃    石 原   昇 

          〃    都 築 幸 夫 

          〃    鈴 木 久 夫 

          〃    水 野 千代子 

          〃    笹 野 康 男 

   提案理由 

   国の私学助成の拡充を求める必要があるから。 

   国の私学助成の拡充に関する意見書（案） 

   私立学校は、国公立学校とともに公教育の場として重要な役割を担っており、国にお

いても、昭和５０年に学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を制定し、

平成２１年に始まった私立高校生に対する「就学支援金」制度は、令和２年度から、年

収５９０万円未満世帯まで授業料平均額の無償化が実施され、愛知県においては就学支

援金の増額分を全額活用して、年収７２０万円未満世帯まで授業料と入学金の無償化を

実現することができた。この１０年間で、学費滞納・経済的理由による退学者は大幅に

減少しており、国のこれまでの私学助成政策は着実に成果を生んでいる。 

   しかしそれでもなお、年収９１０万円未満世帯まで無償化され、それ以上の家庭でも

年間約１２万円の学費で通うことのできる公立高校と比べて、私立高校生にはまだ大き

な学費負担が残されている。 

   愛知県では高校生の３人に１人が私学に通っており、約９０％が進学する高校教育に

おいて、「学費の公私格差是正」「教育の公平」は全ての子どもと保護者の切実な願い

であり、その土台となる国の就学支援金制度の拡充は引き続き重要な課題となっている。 
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   加えて、財政が不安定な私学が公立と同一水準の教育条件を確保していくためには、

私学助成の国庫補助と地方交付税交付金による経常費助成の国基準単価を来年度も引き

続き拡充していくことが求められる。 

   よって、当議会は政府に対し、国の責務と私学の重要性にかんがみ、保護者負担の公

私格差を是正するために「就学支援金」を一層拡充するとともに、私立学校振興助成法

に基づく国庫補助制度を堅持し、私立高等学校以下の経常費補助の一層の拡充を図られ

るよう強く要望する。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   令和４年１２月１９日 

   愛知県額田郡幸田町議会 

   議 長 足 立 初 雄 

   （提出先） 

   内閣総理大臣 

   財務大臣 

   文部科学大臣 

   総務大臣    宛 

   以上です。 

〔１０番 杉浦あきら君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これより、ただいま議題となっております議員提出議案１件について質疑を行います。 

   質疑は１議題につき１５分以内とし、質疑の回数制限は行いませんのでよろしくお願

いいたします。 

   まず、議員提出議案第４号について、質疑を許します。 

   ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 以上で、議員提出議案第４号の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略についてお諮りします。 

   ただいま議題となっております議案を、会議規則第３９条第３項の規定により、委員

会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 御異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決

定しました。 

   これより、議員提出議案１件について、討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 
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   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって討論を終結いたします。 

   これより採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   議員提出議案第４号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出についてを原案どお

り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、議員提出議案第４号は、原案どおり可決することに決しました。 

──────────────○─────────────── 

  日程第４ 

○議長（足立初雄君） 日程第４、第６７号議案 幸田町議会の議員の議員報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例の一部改正について、第６８号議案 幸田町長等の給与及び

旅費に関する条例の一部改正について、第６９号議案 幸田町職員の給与に関する条例

等の一部改正について、第７０号議案 令和４年度幸田町一般会計補正予算（第６号）、

第７１号議案 令和４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第３

号）、以上、５件を一括議題といたします。朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を

求めます。 

   町長。 

〔町長 成瀬 敦君 登壇〕 

○町長（成瀬 敦君） それでは、単行議案第６７号議案から第６９号議案までの３件につ

きまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

   議案書１ページをお開きください。 

   第６７号議案 幸田町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部改正についてであります。 

   議案関係資料は、１ページから３ページまででありますので、併せて御覧ください。 

   提案の理由といたしましては、議会の議員に支給する期末手当の支給割合の改定に伴

い、必要があるからであります。 

   本条例の改正につきましては、内閣総理大臣等の期末手当の支給割合の改定を行う特

別職の職員の給与に関する法律の一部改正と同様に行うものであります。 

   改正の概要につきましては、本条例の第６条第２項で規定する期末手当の支給割合に

ついて、まず第１条において、令和４年１２月に支給する期末手当の支給割合を、「１

００分の１６２.５」から「１００分の１６７.５」に改め、次に、第２条において、令

和５年６月以降に支給する期末手当の支給割合を、第１条で改正した「１００分の１６

７.５」から「１００分の１６５」とし、６月と１２月の支給割合を同じ割合とするも
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のであります。 

   施行期日につきましては、第１条で改正する内容については公布の日とし、第２条で

改正する内容については令和５年４月１日とするものであります。 

   続きまして、議案書の３ページをお開きください。 

   第６８号議案 幸田町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでありま

す。 

   議案関係資料は、４ページから６ページでありますので、併せて御覧ください。 

   提案理由といたしましては、町長及び副町長に支給する期末手当の支給割合の改定に

伴い、必要があるからであります。 

   本条例の改正につきましても、先ほどの第６７号議案と同様に、内閣総理大臣等の期

末手当の支給割合の改定を行う特別職の職員の給与に関する法律の一部改正と同様に行

うものであります。 

   改正の概要につきましては、本条例におきましても、条例の第５条第２項で規定する

期末手当の支給割合について、まず第１条において、令和４年１２月に支給する期末手

当の支給割合を、「１００分の１６２.５」から「１００分の１６７.５」に改め、次に、

第２条において、令和５年６月以降に支給する期末手当の支給割合を、第１条で改正し

た「１００分の１６７.５」から「１００分の１６５」とし、６月と１２月の支給割合

を同じ割合とするものであります。 

   施行期日につきましては、第６７号議案と同様に、第１条で改正する内容については

公布の日とし、第２条で改正する内容については令和５年４月１日とするものでありま

す。 

   続きまして、議案書の５ページをお開きいただきたいと思います。 

   第６９号議案 幸田町職員の給与に関する条例等の一部改正についてであります。 

   議案関係資料は、７ページから２７ページまででありますので、併せて御覧ください。 

   提案理由といたしましては、国家公務員の給与の改定に準じた職員の給与の改定に伴

い、必要があるからであります。 

   本議案につきましては、令和４年８月８日に、人事院から国家公務員の給与について

の勧告、いわゆる人事院勧告が出されまして、１０月７日に人事院勧告どおりの内容と

することが閣議決定されております。これを受けまして、国家公務員の一般職の職員の

給与に関する法律等の一部を改正する法律案が、１１月４日に衆議院本会議にて可決さ

れ、さらに１１月１１日には参議院本会議にて可決され、１１月１８日に法律が公布さ

れたところでございます。これによりまして、本条例を追加提出させていただくもので

ございます。 

   議案書６ページからと議案関係資料の７ページからを御覧ください。 

   改正の概要につきましては、第１条と第２条は、ともに常勤の職員に係る改正であり

ますが、施行期日により区分しており、また第３条においては、特定任期付職員に係る

改正、第４条については、会計年度任用職員に係る改正ということで、それぞれ分かれ

ております。 

   まず、第１条は、幸田町職員の給与に関する条例の第２１条第２項第１号に規定する、
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令和４年１２月に支給する勤勉手当の支給割合を、再任用職員以外の職員については

「１００分の９５」から「１００分の１０５」と０.１月分引上げ、再任用職員につい

ては「１００分の４５」から「１００分の５０」と０.０５月分引上げ、さらに給料表

の別表第１及び別表第２を、議案書７ページから１３ページのとおり改めるものであり

ます。この給料表につきましては、初任給の引上げと若年層職員の給料表の引上げを行

うものでございまして、この改正による令和４年度の影響見込額としましては、給料表

の改定に伴うものとして、約６０５万円、そして勤勉手当の支給割合の改定による引上

げに伴うものとして、約１,４００万円それぞれ増額となる見込みであります。 

   続いて、第２条につきましては、幸田町職員の給与に関する条例の第２１条第２項第

１号で規定する、令和５年６月以降に支給する勤勉手当の支給割合を、６月及び１２月

ともに、再任用職員以外の職員については１００分の１００に、再任用職員については

１００分の４７.５に改めるものであります。 

   そして、第３条につきましては、幸田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例の第７条第１項で規定する給料表を改め、第８条第２項に規定する令和４年

６月以降に同職員に支給する期末手当の支給割合を、「１００分の１６２.５」から

「１００分の１６５」に改め、それぞれ６月と１２月の支給割合を同じ割合とするもの

であります。 

   ちなみに、本町には、現在、対象となる特定任期付職員は採用しておりません。 

   さらに、第４条につきましては、幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償

に関する条例の給料表であります別表第１を、議案書１５ページ及び１６ページのとお

り、引き上げるものでございます。 

   施行期日につきましては、第１条及び第３条の規定は公布の日でございます。また、

第１条の規定による改正後の幸田町職員の給与に関する条例の規定の適用日を、令和４

年４月１日としております。さらに、第２条及び第４条の規定は、施行期日を令和５年

４月１日とするものであります。 

   以上が、第６７号議案から第６９号議案までの提案の理由の説明をさせていただきま

した。 

   続きまして、補正予算関係につきまして説明をさせていただきます。 

   別冊となっております、補正予算関係を御覧いただきたいと思います。 

   補正予算関係につきましては、第７０号議案及び第７１号議案の２件であります。 

   初めに、第７０号議案 令和４年度幸田町一般会計補正予算（第６号）についてであ

ります。 

   補正予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

   また、議案関係資料は、２８ページから３１ページまででありますので、併せて御覧

ください。 

   第１条 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ２,４２９万２,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２０４億２,４５３万５,００

０円とするものであります。 

   それでは、補正内容の説明をさせていただきます。 
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   初めに、歳入の補正内容につきまして、説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書８ページを御覧いただきたいと思います。 

   ５５款国庫支出金におきましては、初めに、出産・子育て応援交付金８７６万円を新

規計上するものであります。出産・子育て応援交付金につきましては、令和４年１２月

２日に成立しました、国の令和４年度補正予算（第２号）におきまして、市町村を実施

主体としました、妊婦時から出産・子育てまでの伴走型相談支援と、１０万円の経済的

支援との一体的事業に対する交付金制度が創設されたことを受けまして、これを推進す

る出産・子育て応援事業に取り組む上での財源として計上するものであります。この事

業につきましては、システム構築等の導入経費は、国費１００％、それ以外は、国・

県・市町村の負担割合を、国が３分の２、県が６分の１、町が６分の１として取り組む

ものでございます。 

   次に、母子保健医療対策総合支援事業費補助金２５万円を追加するものであります。

母子保健医療対策総合支援事業費補助金につきましては、市町村が実施します、各種の

母子保健医療対策事業に要する経費に対し、国から補助金の交付を受けることのできる

制度であります。先ほどの出産・子育て応援事業を実施する上で、今後、この事業を円

滑に進めていくためには、プッシュ型の情報発信やスマートフォン等を活用したオンラ

インでのアンケート調査等を取り入れていくことが特に効果的であると考えられますこ

とから、これを可能とする子育て支援アプリを導入するものとし、その財源として、導

入経費の２分の１に相当する金額を計上するものであります。 

   ６０款県支出金におきましては、先ほどの出産・子育て応援事業の実施に係る県補助

分としまして、出産・子育て応援事業費交付金１８万９,０００円を新規計上するもの

であります。 

   ７５款繰入金につきましては、財政調整基金繰入金１,５０９万３,０００円を追加し

まして、一般会計の収支全体を調整するものであります。 

   続きまして、歳出の補正内容につきまして、説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書１０ページを御覧いただきたいと思います。 

   歳出につきましては、各款に渡りまして、職員の人件費の補正をお願いしております

が、これは給与改定に伴いまして、給料、職員手当等及び共済費をそれぞれ追加するも

のであります。詳細につきましては、１６ページの補正予算「給与費明細書」のとおり

でありますので、説明は省略をさせていただきます。 

   続きまして、１２ページを御覧いただきたいと思います。 

   ２０款民生費、１５項児童福祉費、２０目児童福祉施設費につきましては、保育園管

理一般事業におきまして、エネルギー価格の高騰への対応のため、保育園電気料金９０

０万円を追加するものであります。 

   ２５款衛生費につきましては、母子保健事業におきまして、出産・子育て応援事業に

要する各経費を新規計上するものであります。出産・子育て応援事業につきましては、

歳入で説明させていただきましたが、国の令和４年度補正予算（第２号）の成立を受け

まして、少子化対策、子ども・子育て世代への支援といたしまして、妊婦時から出産・

子育てまでの伴走型相談支援と１０万円の経済的支援等を一体的に取り組む事業であり
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ます。このうち、１０万円の経済的支援につきましては、令和４年４月以降の出産者を

対象といたします。このたびの補正予算でありますが、この事業の開始に向けたシステ

ム整備と、令和４年４月以降の事業開始までの出産者に対するアンケートを実施するた

めの各経費を新規計上するものであります。 

   幸田町では、対象となる皆様に速やかに支援金をお届けするために、直ちに交付金に

向けた準備に取りかかる考えでございます。しかしながら、交付時期につきましては、

これから取りかかるシステム構築の進捗状況に左右されることもあり、まずは交付を行

うための環境を整える必要があります。また、実際の交付を行うためには、事業開始前

までの出産者へのアンケート調査の実施が必須条件とされていること。特に、事業開始

後に交付を行うためには、妊婦届出時に１回目のアンケートと面談の実施。妊婦８カ月

頃に２回目のアンケートと面談希望者への面談の実施。出生届後から乳児家庭全戸訪問

の間に３回目のアンケートと面談の実施が必須条件とされております。安全に確実な交

付を行うためにも準備の進捗を見定めた後に、改めてしかるべき時期に具体的な支援金

の予算措置を行いたいと考えております。今回の歳出の具体的な内容といたしましては、

事業開始前対象者のアンケート等の作成に要する印刷製本費１００万円、事業開始前対

象者分のアンケート等の郵送に要する役務費１４万２,０００円、健康かるて等のシス

テム改修及び子育て支援アプリ導入委託料８５０万円、合計９６４万２,０００円でご

ざいます。 

   速やかに子育て支援アプリの導入と健康管理システムの構築に取りかかると同時に、

出産者に対するアンケート配布の準備をし、他市町村に遅れることのないよう、事務を

進めてまいります。 

   ４５款土木費、２５項都市計画費、１５目都市区画整理費につきましては、幸田駅前

土地区画整理事業特別会計操出事業におきまして、給与改定による人件費の増額分の財

源とするため、幸田駅前土地区画整理事業特別会計操出金１０万円を追加するものでご

ざいます。 

   以上が、令和４年度幸田町一般会計補正予算（第６号）の概要でございます。 

   次に、第７１号議案 令和４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算

（第３号）についてであります。 

   補正予算書の１７ページをお開きください。 

   また、議案関係資料は、２８ページ及び３２ページでありますので、併せて御覧くだ

さい。 

   第１条 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９,３５３万円とするものであります。 

   それでは、補正内容の説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入の補正内容につきまして、説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書は２４ページからを御覧ください。 

   ３５款繰入金につきましては、給与改定による人件費増額分の財源とするため、一般

会計繰入金１０万円を追加するものであります。 

   続きまして、歳出の補正内容につきまして、説明をさせていただきます。 
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   補正予算説明書は２６ページからを御覧ください。 

   １０款土地区画整理費につきましては、給与改定に伴いまして、職員手当等１０万円

を追加するものであります。詳細につきましては、２８ページの補正予算給与費明細書

のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 

   以上が、令和４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）の

概要であります。 

   以上で、令和４年第４回幸田町議会定例会に本日追加で提出いたしました単行議案の

３件、補正予算の２件につきまして、提案理由の説明をさせていただきました。 

   慎重に御審議の上、御可決賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（足立初雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩  午前１０時０２分 

                             再開  午前１０時１２分 

○議長（足立初雄君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以

内とし、質疑の回数制限は行いませんのでよろしくお願いいたします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限に鑑み、簡明なる答

弁をお願いします。 

   まず、初めに、第６７号議案の質疑を許します。 

   ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 以上で、第６７号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第６８号議案の質疑を許します。 

   ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 以上で、第６８号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第６９号議案の質疑を許します。 

   ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） 今回、勤勉手当の支給割合の改定でありますけれども、改正後と

改正前、それぞれ１２月、６月の支給割合を同じくするというものでありますが、この

勤勉手当につきまして、これはそれぞれ段階に分かれておりまして評価をするものであ

りますが、そうした点におきまして、この勤勉手当に関わっての増減につきましては、

前回の引上げから考えるとどのようになったのかお伺いをいたします。それぞれ職員の

競争というものがあるのかないのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（足立初雄君） 総務部長。 

○総務部長（志賀光浩君） 勤勉手当の関係でございます。人事評価が勤勉手当にどう反映

されるかというお尋ねになるかと思います。大半の職員につきましては、人事評価上Ｃ、

普通という評価に対しまして、その支給率が１.０５ということでございます。そして、
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Ａ評価、極めて良好であるというものについては１.２４月分、それからＢ、良好であ

るというものについては１.１２５月分ということでございます。その一方、やや良好

でないという者に対して、Ｄ評価でございますが、については１.００月ということで、

標準のものからすると０.０５月低くなるわけでございます。それからＥ評価、良好で

ない者については０.９５月ということで、人事評価を勤勉手当に評価を加味した支給

をしているところでございます。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） それぞれ段階的にあるわけでございますが、この職員の分布図と

いいますか、それぞれどのようになっているのかお伺いをいたします。 

○議長（足立初雄君） 総務部長。 

○総務部長（志賀光浩君） 人事評価自体その職員の階層に応じて、課長が評価者であった

り、部長であったり、また、我々部長については副町長というような、職に応じて評価

者は違うわけでございますけれども、そのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価の割合でございますけ

れども、先ほど申し上げましたＣ評価、普通という大半の者については、この９月末の

段階での評価に当たっては、Ｃ評価、普通である者が９３.７８％でございます。それ

から、Ａ極めて良好という者が０.５％。Ｂの良好であるという者が４.０５％。そして、

Ｄ評価やや良好でない者が１.３５％。そして、Ｅ評価良好でない者というものが０.２

７％というような分布になってございます。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） 勤勉手当の改正等につきましては、このように人事評価によって、

そのパーセントが左右されるわけであります。このように左右されるということは、や

っぱり競争社会の中でそうした競争がより激化になるのではなかろうかというふうに思

うわけであります。そうした点におきまして、本来であるならば、期末手当の支給とい

うのがよいのではないか。これは左右されないわけでありますので、良好な職場環境に

もつながるということでありますけれども、そのようなことは考えられないのかお尋ね

したいと思います。 

○議長（足立初雄君） 総務部長。 

○総務部長（志賀光浩君） よく勤勉している職員又はそうでない職員、もう押しなべて平

等なということでいえば、議員仰せのとおり期末手当という考え方もあるかと思います。

しかしながら、今回、人勧３年ぶりの引上げということになっているわけですけれども、

人事院勧告自体が民間の特別給の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推

進するため、引上げ分を勤勉手当に配分することとしているという考え方で人勧自体が

されているものですから、その考え方及びその支給割合につきまして、人勧どおりとい

うことで対応させていただいているというところでございます。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） ちょっと視点を変えてお尋ねしたいと思います。 

   このＥ評価の中で０.２７％というふうにあるわけでございますが、この０.２７％と

いうのはどのような評価になってくるのか。また、そうした点で確実に幸田町職員の中

にもいるわけでございますので、そうした点において、例えば、逆に、こうした評価を
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されることによって、これが勤務態度にさらに悪化の方向で反映されないのかというふ

うに思うわけでありますが、その点についてはいかがなんでしょうか。お伺いしたいと

思います。 

○議長（足立初雄君） 総務部長。 

○総務部長（志賀光浩君） Ｅ評価の者、勤務状況が良好でない者についてがどのような評

価とお尋ねでございますけれども、なんて答えていいかよく分からんわけですけれども。

数値的な評価といたしましては、通常普通に勤務できているという評価をされる者が勤

勉手当が１.０５月支給されるところ、良好でないという評価を受けた者は０.９５月と

いうことで、０.１月分評価に差があるということが数字上のところでございます。そ

ういう評価を受けた職員がどういうふうかということでございますけれども、それは、

その人それぞれの受け止めようで、ああ、もっと頑張らないかんなというふうに思うか、

自分はこの程度でいいやというふうに開き直るか、それはその人によるかと思いますけ

れども、人事評価自体が、上司がその職員を数字的に客観的に評価、ランクづけをする

ということが目的ではなくて、君の評価は今はこういうふうだから、もっとこういう部

分を頑張ってねという、そういう面談の中でその人のやる気を起こさせるというのが人

事評価自体の一番の目的でございますので、くさらんように、そこら辺は上司がうまく

引き上げてやるというのが目標とする姿でございます。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） 目標とする評価の場合を確実にやるであるならば、これは本来で

いえば大半を占める９３.７８％、こうした中で働く環境づくりというのが本来じゃな

いかなというふうに思うわけでありますが、そうした点におきまして、０.２７％の評

価、この引上げというのも、やっぱり、これは職場環境においてもこの辺の引上げを目

指すべきではなかろうかなということを思いますので、その点も、やはり誰もが安心し

て働ける、そして職場の環境づくりというのをやっていく。そうした点でのこうした勤

務実績に応じてというので判断されるとなれば、その辺のところがやはりやる気の問題

にもなってくるかというふうに思います。その点を十分精査しながらやっていただきた

いということで、終わりたいと思います。 

○議長（足立初雄君） 総務部長。 

○総務部長（志賀光浩君） 勤務評価が良好でないという判断をされた者が、その職場環境

が好ましくない状況を原因として、それが結果的によくない勤務状況に出ているという

ことは、議員が御指摘のように、あってはならない状況かと思います。私ども人事に関

わる者としては、各課の職場環境には十分留意しつつ、各職員の能力を十分に発揮でき

るような環境整備に努めてまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 以上で、第６９号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第７０号議案の質疑を許します。 

   １２番、水野君。 
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○12番（水野千代子君） 歳出の母子保健事業９６４万２,０００円についてお聞きをいた

します。 

   国の出産・子育て応援交付金を活用して、全ての妊産婦、子育て家庭が安心して出

産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで身近な伴走型の相談支援と経済

的支援を合わせた事業と理解をしております。その環境整備、準備をするための補正額

９６４万２,０００円でございます。令和４年４月以降に生まれた子どもが対象でござ

います。今回、出産・子育て応援事業印刷製本費、アンケート等印刷、事業開始分で１

００万円、役務費で郵送料１４万２,０００円。先ほど町長から説明がございました、

３回のアンケートが必須条件となることから、このような準備をしていくということで

ございます。どのようなアンケート内容かということを分かればお聞かせを願いたいと

いうふうに思います。それから、対象人数もお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） まず、アンケート内容ということであります。こち

らのほうは、国のほうからこんな内容でというものを示されているわけなんですけれど

も、やはり、御自身の体調はどうでしょうかというところとか、あと心配事があります

かとか、御家族で寄り添っていただける方がいますかとか、そういったところのアンケ

ートの内容というふうになっております。 

   また、対象の人数ということでありますけれども、こちらのほうがまだしっかりとは

確定ができていないということでありますけれども、令和４年の４月以降に出生された

方が対象になるということであります。そうしますと、４月に生まれる方は妊娠届をい

つ出されるかということであります。そうすると、令和３年の９月頃に出される方が翌

年４月に生まれるのではないかということで仮定をしていきますと、令和３年９月から

令和４年３月末までに妊娠届を出された方、転入者を含めまして２１６人おられます。

令和４年度中に妊娠届を出された方、また出される方を見込みまして、転入も含めまし

て、３７０人ほどかなという見込みをしております。合わせますと、出産の支援金とし

て５８６人、切り上げまして５９０人が対象になるのかなと。また、この４年度中に出

産された方、見込みということになりますけれども、３年度の出生数が３７３人という

ことで、同数程度かなというふうに見込みますと、切り上げて３８０人ということで、

子育て支援として３８０人ということになる見込みということで今は思っております。 

○議長（足立初雄君） １２番、水野君。 

○12番（水野千代子君） ありがとうございます。アンケートの内容でございますが、相談、

心配事があるかだとか、家族で寄り添っている人がいるか、そういうことも含まれると

いうことでございます。また、体調はどうかということでございます。あと、対象人数

というのは、令和３年の９月からの妊娠届を出した人が２１６名で、生まれるのが令和

４年４月以降ではないかということでございます。令和４年度は約３７０人ぐらいを予

定をされていて、全体では、この交付金を受けられるのは５９０人ぐらいで予定してい

るということでございます。これも確定ではございませんので、その都度明確なきちん

とした人数が分かれば、添えていただきたいわけでございます。 

   それから、その応援事業としてシステム整備委託料、健康かるて等システム改修、子
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育て支援アプリ導入が、これは８５０万円ございます。この健康かるてと、あと子育て

支援アプリなどの詳細をお聞きをいたします。今回初めてこういうアプリ等が導入され

るわけでございますが、どういう形で御本人たちと送信ができたりするのか。その辺に

ついても少しお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） まず、健康管理システムのシステム改修ということ

であります。こちらのほうが、今は８００万円を考えているところでありますけれども、

実際のところ、健康かるてのほうですかね、こちらのほうを少し改修するだけでいける

のか、それが全然駄目で全く新しいものを作らなければいけないのかというところで、

まだ画策をしているというところであります。そういった中で、実は先週の終わりにパ

ッケージの内容が決定したということで、出産・子育て応援ツールという名前で出され

るようであります。ただ、こちらのほうは、口座管理がオプションになるということで

ありまして、まず出産・子育て応援ツールというものは１月下旬頃リリースされるとい

う見込みだそうでありまして、また追加で行われます口座管理のオプションのほうは２

月末頃にリリースされるということで、適用できるのが３月にはなってしまうだろうと

いうことであります。そうすると、支援金のお支払いのほうに間に合うかどうかという

ことになりますので、どこまで現在ある健康かるてのほうのシステムを変えていくかと

いうのは今後考えていくということになっていきます。 

   続いて、アプリの導入ということで、こちらは５０万円の予算計上ということであり

ます。こちらのほうは、いろいろな情報をプッシュ型でこちらから情報発信をしていく

ようなアプリを導入していきたいというふうに思っております。内容についてはまだ今

後検討していくような形になっていきます。 

   以上です。 

○議長（足立初雄君） １２番、水野君。 

○12番（水野千代子君） ありがとうございます。健康かるて等のシステム改修というのは、

ツールが１月、またそのオプションが２月ということで、適用が３月ぐらいになるので

はないかということでございます。まだまだ今後の検討課題というのもあるのかなとい

うふうに思うわけでございます。それから、アプリ導入のほうは、情報をプッシュ型で

伝えていくということでございます。それも今後考えていくということでございますの

で、明確になったらまたお聞かせを願いたいというふうに思います。 

   今回は伴走型の相談支援とか、妊娠の段階から保健師や助産師などによる面談とか、

出産までの見通しを立てる各種サービスの手続なども一緒に確認ができるという、そう

いうことであるかというふうに思います。まだまだ今後の検討ということでございます

が、例えばＳＮＳだとかアプリを活用したオンライン面接だとか相談というのも可能と

なっていくのかなというふうに思うわけでございますが、その辺についてもお聞かせを

願いたいというふうに思います。そして、また状況に応じた支援といたしまして、産後

の育児期においても、子育て関連イベントなどの情報発信も可能となっていくのかなと

いうふうに思うわけでございます。また、今行っております赤ちゃん訪問などで悩みの

相談だとか、これは直接面談をするわけでありますが、支援方法などを確認していかれ
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るのかなというふうに思うわけであります。出産後の心身共に不安になったときなどに

利用できる産後ケア等もございますので、こういうのも安心して使ってもらえるような

ことも情報としてしっかりとお伝えできるのかなというふうに思うわけでございます。 

   それから、経済的支援では、妊娠時に５万円、これは妊娠届出時ですね。あと、出産

届出時に５万円を、それぞれ５万円、５万円で交付するものでございますが、交付金の

給付時期と給付方法というのをお聞かせを願いたいというふうに思います。なるべく早

くということで検討していっていただけるというふうに思いますが、その辺についての

お考えをお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） まず、妊娠届を出された方、また出産される方とい

うことでありますけれども、基本的には対面で面接をするというのが基本にはなってき

ますけれども、オンライン面接も可能になるということであります。そちらも可という

ことであります。いろいろな情報発信ということでありまして、アプリを導入すること

によっていろいろな情報も発信ができるということでありますし、こういった伴走的な

部分と経済的な支援ということで合わせて一本化することによって、さらに密接な情報

提供ができるというふうにも考えているところであります。 

   また、赤ちゃん訪問で、最終的に出産後４カ月以内に訪問するということでありまし

て、赤ちゃん訪問で行うということも考えられますけれども、基本的には保健師、助産

師が訪問するなり面談するなりということで行っていきたいというふうには考えている

ところであります。 

   あと、産後ケアですかね。そういった情報を妊婦さん、産婦さんと密接につながると

いうことで、産後ケア、体調が悪いという方、育児の相談があるという方につきまして

は産後ケアも使っていただきたいということであります。今まで産後ケアはなかなか使

っていただく方が少なかったわけなんですけれども、そういったところの情報発信もし

っかりできるようになるかというふうに思います。 

   経済的支援ということであります。こちらの出産支援５万円、子育て支援５万円とい

うことであります。こちらについては、基本的な支給のパターンとしまして、事業開始

日以後に妊娠届出をし出産した場合、妊娠届出時に面談を実施し、出産の支援金５万円

を支給と。その後、妊娠８カ月頃に必要な方は面談を行い、出生届出後の面談は原則と

して乳児家庭全戸訪問、赤ちゃん訪問の期限である生後４カ月以内に行い、子育て応援

金５万円を支給するということであります。事業開始前に妊娠届出をし、事業開始日以

降に出産した場合は、事業開始日以降に会員のアンケートを実施し、そのアンケートを

回収できたら出産支援金を５万円支給と。出生届出後に面談を実施し、子育て支援金５

万円を支給すると。ただ、この場合は、妊娠期に応じて出生届出後に１０万円一括支給

も可能であるということであります。事業開始日前に妊娠届出をし出産した場合、事業

開始日以降に簡易アンケートを実施し、そのアンケートを回収できたら１０万円を一括

して支給ということであります。 

   支給のパターンは以上です。 

○議長（足立初雄君） １２番、水野君。 
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○12番（水野千代子君） ありがとうございます。本当に今時点で出産、出生届出を出して

出産をした人も見えますし、今後、出産する人もいるかというふうに思うわけでござい

ます。今、アンケートをとにかく行った後に５万円なり、例えば出産後だったら一括で

１０万円ということも可能ということでございますので、分かりました。 

   本当にそれぞれのパターンがあるかなというふうに、今の説明を聞いていて思うわけ

でございますので、漏れのないようにお願いをしたいというふうに思います。今回、本

当にアプリの導入をすることによって、細やかな情報発信もできるかなというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

   それから、他の自治体では速やかに給付するために、口座振替を進めているところも

あるようでございますが、給付方法を先ほど御答弁がなかったというふうに思いますの

で、給付方法をお聞かせを願いたいというふうに思います。また、今後、クーポン券の

発行を考えているという自治体もあるようでございますが、本町としてのお考えをお聞

かせを願いたいというふうに思います。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） 支援金の支払いについては、現金を考えております。

県内の市町村も全て現金というふうに聞いているところであります。現金での支払いと

いうことでありますので、口座への振込ということであります。ただ、出産支援と子育

て支援で振り込む先が変わる場合があります。出産支援については妊婦さんということ

でありますけれども、子育て支援については養育者ということになっておりますので、

父親になることもあるということであります。 

   それと、すみません、先ほどの私の答弁で、赤ちゃん訪問につきまして保健師又は助

産師が行くというふうにお話をしてしまいましたけれども、すみません、ちょっと間違

えておりまして、赤ちゃん訪問は今まで先輩のママさんたちに行っていただいていたと

いうことでありますけれども、今までにプラスして、そこでアンケートをする形で考え

ているということであります。保健師、助産師が行くのは基本はしなくて、必要な場合

は保健師、助産師が面談をするということであります。すみません、よろしくお願いし

ます。 

○議長（足立初雄君） １２番、水野君。 

○12番（水野千代子君） 分かりました。赤ちゃん訪問は支援員さんみたいな方が訪問され

ているということで、その後のことは多分保健師さんだとかの方々が判断を下されるの

かなというふうに思っておりますので、分かりました。給付方法は現金の支払いという

ことで分かりました。その現金の支払いも、妊娠した人は妊娠した人で、また子育ての

ほうは養育者に支払うということで若干違うようでございますが、一括して１０万円を

頂ける方もあるかというふうに思いますので、その辺のことも養育者になるのかちょっ

と分かりませんが、しっかりとして口座振替で現金支払いをお願いをしたいというふう

に思います。 

   それから、妊娠届を提出した後にアンケートも書き、出産までの間に何らかの事由で

流産される方もなくはないというふうに思いますが、その辺についての、その前の妊娠

届のときの５万円というのはどうなるかというのを、どういう考えであるかということ
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をお聞かせを願いたいというふうに思います。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） 流産された方、死産された方とか、そういった場合

ということでありますけれども、妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合でも、

出産の支援金の支給の対象になるということでございます。 

○議長（足立初雄君） １２番、水野君。 

○12番（水野千代子君） 分かりました。国のほうとしてはそのような対応であるというこ

とを私も確認をしておりますので、分かりました。安心をいたしました。 

   それから、今回の交付金につきましては、出産・育児用品の購入だとか、あと妊婦健

診の交通費や産後ケアなどの利用料などにも活用されるということを聞いているわけで

ございます。妊娠から出産・子育てまでいつでも身近で相談できる安心感、また切れ目

のない支援をすることで孤立感を解消できるというふうに思っております。手元に早く

給付が届くこと、まず、その相談体制が、しっかりとした相談体制ができることを望み

まして要望をいたしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） この事業がスタートすることによって、今まで以上

に町と密接して、環境を作って支援をしていきたいというふうに思います。また、支援

金につきましても、今後しかるべき時期に予算計上をお願いしたいということになって

きますので、予算計上のほうが認められた暁には素早く支給のほうをしていきたいとい

うふうに思います。 

○議長（足立初雄君） １２番、水野君の質疑は終わりました。 

   ほかにございませんか。 

   ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） 今回の国の補正による伴走型の出産・子育て応援交付金、これに

ついて内容を詳しくお聞きしたいというふうに思います。 

   先ほどからの質疑の中で、１０万円の支給というようなことが言われているわけでご

ざいますが、そもそもこの交付金の目的。そして、これが一過性に終わらず、本当に子

育て応援となり得るものなのかどうなのか、その辺についてまずお聞きをしたいという

ふうに思います。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） この応援交付金の趣旨・狙いというところであるか

と思いますけれども、核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不

安感を抱く妊婦、子育て家庭も少なくなく、全ての妊婦、子育て家庭が安心して出産・

子育てができる環境整備が喫緊の課題であるということであります。とりわけ未就園児

が多い、０から２歳児のいる子育て家庭では、日々通う場がない方もおられ、また地域

子育て支援拠点の一時預かりなど、年齢を問わず利用できるサービスが地域によっては

限りがあるということによって、子育ての負担感や孤立感につながりがちであるという

ことであります。このため出産・子育て応援交付金の事業は、妊娠期から出産・子育て

期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の
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相談支援を充実し、安心して出産・子育てができるようにしていきたいと考えるもので

あります。また、経済的支援を伴走型の相談支援と一体的に実施することによって、相

談実施機関へのアクセスがしやすくなったり、利用料が発生する産後ケアだとか一時預

かり家事支援サービス等の負担が軽減され、必要な支援につながりやすくなるというこ

とがあります。その結果、ニーズに即した効果的な支援が、全ての妊婦・子育て家庭に

確実に届くことになるということであります。伴走型の相談支援の事業の実効性がより

高まるものと考えているところであります。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） この交付金につきましては、国が３分の２、そして県が６分の１、

そして町が６分の１というような負担割合の中で事業が開始をされるわけでございます

が、その中でプッシュ型の情報発信、いわゆるスマホや子育てアプリを導入をする、そ

の一つの目的がこの交付金の目的なのかというふうにちょっと理解をするわけでありま

すが、その中でこうしたシステムを導入することによって、そして子育て支援をしてい

くという中で、この伴走型の支援の中の妊娠届出そして出産時等でそれぞれ面談を行い

ながら、そして支給をしていくというようなこのシステムづくり、これがこれからもず

っと続くのか。それとも、例えば、これが令和４年度の国の補助事業でありますので、

令和４年度いっぱいで終わりなのか、それとも、これからもこうした支給を続けながら

子育て支援をしていくのかどうなのかということでございます。これもお聞きしたいと

思います。そして、こうした制度を作っていくことによって、人の配置というのはどの

ようになるのか。全く人の配置というのが考えられていない中で、保健師、助産師、そ

して地域の中のボランティア等に支えられて行っていくという中で、全くこうしたこと

に触れられていないというのはなぜか。この辺についてもお聞きしたいと思います。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） この事業がいつまで続くかということであります。

今回、国は令和４年度の第２次補正予算の中で、令和５年の９月分までの予算を取って

いるところであります。令和５年度については、この年末までに５年度の予算編成の中

で調整をしていきたいというふうに言っておりますので、そこで調整されて続いていく

のかなぐらいなんですけど、かなというふうに思っているところであります。 

   人の配置ということであります。確かに事務的には結構なマンパワーが必要になって

くるところであります。まず、役場の中でも、遡及する部分についてはこども課のほう

でお願いできないかなというふうに協力をお願いしているところであります。また、面

談につきましては、保健師だとか助産師の方にお願いする部分も出てくると思いますの

で、そういったところで、現在、会計年度任用職員の方の日数を増やしたりだとか、新

たに会計年度任用職員として採用したりとかということも考えているところであります。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） この事業の開始に向けて、スマートフォンやあるいは子育て支援

アプリの導入等によるということは、これは自治体デジタル化の一環として、これを続

けていくための制度として発足をする。そうした内容も含んでいるものなのか伺いたい

と思います。 
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○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） アプリの導入ですけれども、こちらのほうにつきま

しては、今後、アプリの中でいろいろな情報発信をしていくということであります。こ

のアプリの中でアンケートもやれればというふうに思っているところであります。そう

いった中で情報発信も進めていくわけなんですけれども、こういった情報化社会という

ことで、一番最初は、やはり人海戦術でいろいろなことをやっていかないと追いついて

いかないかなというふうに思いますけれども、先々では健康かるてとアプリのほうでう

まく取り込めていければなというふうには考えているところであります。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） 子育て支援アプリの導入等によって、それぞれ、これを出産から

子育てずっと見守りをしながら応援をしていく。この体制づくりとしては、私は別に否

定するものではありませんけれども、しかしながら、今回のこの事業は、確かに今は出

産費用も現在の出産育児一時金、これを上回る費用が課せられている中で、なかなか出

産する気持ちにならないと、こういうことも今問題になってきている中で、出産育児一

時金等も引上げ、こういうことをされていくような考えのようでございます。そういう

ことで、今回のこれも子育てを応援をするという形の中での取組だというふうに思うわ

けでありますが、ただ、今回の１０万円の支給、これは今回だけにとどまらず、やはり

きちんと応援をしていく、こういう体制づくりなら問題はないというふうに思うわけで

ありますが、その辺のところもきちんとこれから考えていただきたいなというふうに思

うわけであります。 

   また、こうした妊娠の届出時に５万円を支給、そしてアンケートや面談等によって、

また出産時にも支給と、こういう二段階構えの支給体制というのが、例えば漏れが出て

きたりとかするんではなかろうかなというふうに思うのですが、なぜこのような段階的

になったのか、その理由についてお答えください。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） まず、最初の今後も続くかどうかということであり

ます。こちらにつきましては、やはり国のほうがどこまで行うかというところを考えて

いかなければならないということであります。その先もし町独自でやるのかというとこ

ろになるかもしれないんですけれども、そこは今後の課題というふうになるかと思いま

す。 

   ２回に分けてということであります。やはり、こちらは一回で１０万円のお支払いを

するというよりも、まずは出産に向けた準備ということで出産支援金ですね。また、出

産後に子育ての準備のための子育て支援金ということの二段階に分けているということ

で、一括１０万円というよりも分けて行うものというふうに考えております。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山君。 

○８番（丸山千代子君） 分かったか分からんような答弁だったわけなんですけれども、確

かに二段階構えで、途中で本当に残念ながらということもあるかもしれない、そういう

中で妊婦に寄り添うという形の中では大事なのではなかろうかなというふうに思います。

それと同時に、今回のこの事業を実施していくためには、やはり、私は、人の配置なく



- 28 - 

しては成り立たないものではなかろうかというふうに思うわけであります。そうした点

におきまして、今回は配置をされていないわけでありますが、そうした取組、また令和

５年度に向けての十分な専門職の配置、こういうものもぜひ二段構えで行っていただき

たいということをお願いをして、終わりたいと思います。 

○議長（足立初雄君） 感染症対策担当参事。 

○感染症対策担当参事（金澤一徳君） 人員の配置ということであります。先ほども申し上

げましたけれども、やはりマンパワーが要るということであります。健康課の中、みん

なで頑張って事業の推進をしていきたいと、早く支援金が支払えるように進めていきた

いというふうに考えるところであります。 

   また、５年度の体制ということでありますけれども、こちらも助産師、保健師等の会

計年度任用職員が雇えれば、そういった方がおられれば雇っていって人材の確保という

ことをしていきたいというふうに思います。 

○議長（足立初雄君） ８番、丸山君の質疑は終わりました。 

   ほかにございませんか。 

   以上で、第７０号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩  午前１１時００分 

                             再開  午後１１時１０分 

○議長（足立初雄君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   次に、第７１号議案の質疑を許します。 

   ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 以上で、第７１号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略についてお諮りします。 

   ただいま議題となっております議案を、会議規則第３９条第３項の規定により、委員

会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 御異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決

定しました。 

   これより、上程議案５件について、討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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  賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって討論を終結します。 

   これより採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   まず、第６７号議案 幸田町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部改正についてを原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第６７号議案は、原案どおり可決することに決しました。 

   次に、第６８号議案 幸田町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを

原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第６８号議案は、原案どおり可決することに決しました。 

   次に、第６９号議案 幸田町職員の給与に関する条例等の一部改正についてを原案ど

おり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第６９号議案は、原案どおり可決することに決しました。 

   次に、第７０号議案 令和４年度幸田町一般会計補正予算（第６号）を原案どおり決

するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第７０号議案は、原案どおり可決することに決しました。 

   次に、第７１号議案 令和４年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正（第

３号）を原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第７１号議案は、原案どおり可決することに決しました。 

   以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は、全部終了いたしました。 

   お諮りいたします。 

   今回の定例会において議決された議案中、条項、字句、数字、その他の整理を必要と

するものについては、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任されたい

と思います。 



- 30 - 

   これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 御異議なしと認めます。 

   よって、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決定いたしまし

た。 

   これにて、令和４年１１月２９日招に集された令和４年第４回幸田町議会定例会を閉

会といたします。 

                             閉会 午前１１時１４分 

○議長（足立初雄君） 閉会に当たり、町長の挨拶を行います。 

   町長。 

〔町長 成瀬 敦君 登壇〕 

○町長（成瀬 敦君） 令和４年第４回の幸田町議会定例会の閉会に当たりまして、一言お

礼の御挨拶を申し上げます。 

   議員の皆様方におかれましては、去る１２月２９日から本日までに至る、２１日間の

長きにわたりまして、御多用にもかかわらず、終始御熱心に御審議いただき、本日追加

提出させていただきました議案も含め、私どもが提案いたしました全議案とも議決を賜

り、心から感謝とお礼を申し上げます。 

   成立いたしました各議案の執行に当たりましては、本会議、委員会での審議の際にい

ただきました御意見、御提言等を重く受け止め、今後の町政に生かしてまいりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   また、９名の議員の方々からいただきました一般質問につきましては、どれも時宜を

得た内容でございまして、その都度答弁をさせていただきましたが、さらに検討をいた

し、今後の町政推進に生かしてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

   ここで、御報告を申し上げます。 

   新型コロナウイルス感染症への対応についてでございます。 

   愛知県におきましては、今月６日、第８波に入ってから初めて新規感染者数が１万人

を超えるなど、新規感染者数の増加に伴い、病床使用率が高い水準にあります。 

   さらに、これからの季節は、季節性インフルエンザの同時流行などによる医療の逼迫

が懸念されることから、医療体制の機能を維持・確保していくため、愛知県は独自の医

療ひっ迫防止緊急アピールを発出しました。このアピールは県内全域を対象区域とし、

実施期間は、１２月８日の木曜日から来年１月１５日、日曜日までとするものでござい

ます。 

   今後も社会経済活動とのバランスを取りながら、感染防止対策の強化・徹底が呼びか

けられております。改めて３つの密の回避、手洗いなどの手指衛生、効果的な換気など

感染防止対策の再徹底をお願いするとともに、一日でも早くオミクロン株対応のワクチ

ンとインフルエンザワクチンの接種を受けていただきますようお願いいたします。 

   今年も残すところ、あとわずかでございますが、年の暮れから年明けにかけまして、

ますます寒さが厳しくなると思われます。議員の皆様におかれましては、健康にはくれ
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ぐれも御留意をいただき、新しく迎える年が、皆様と幸田町にとりまして、明るくよい

年でありますよう御祈念申し上げまして、閉会に当たってのお礼の御挨拶といたします。 

   ありがとうございました。 

〔町長 成瀬 敦君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） 議員各位におかれましては、何かと御多忙の中、長期間にわたり熱

心に御審議を賜り、議事の進行に御協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

   理事者各位には、成立した議案の執行に当たっては適切に運用されますよう、お願い

いたします。 

   ここで、１点、御連絡を申し上げます。 

   議会基本条例制定特別委員会を午後１時から第２委員会室で開催しますので、委員の

方は御出席をお願いいたします。 

   以上であります。 

   本年も、余すところ、わずかとなりました。新しい年が、皆さんにとって、よい年に

なりますことを心から御祈念申し上げます。 

   本日は長時間御苦労さまでした。 

   これにて散会といたします。 

                             散会 午前１１時１８分 
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